
身近な緑
を守りた

い！ 

緑の活動支援事業 

 
 
 

 この事業は、市民のみなさんで結成された団体が自主的に取り組む緑化活動を育成・支援する

ことにより、緑の普及啓発、地域の環境改善、地域コミュニティの形成等を図ることを目的とす

るものです。「地域の森づくり」と「地域の花づくり」の２種類あります。  

                    

助成金の交付を受けるには助成金の交付を受けるには「緑の活動団体」「緑の活動団体」として、として、  

認定認定を受けなければなりません。を受けなければなりません。  
 

◇認定の条件◇ 

 １．活動内容について、活動場所の所有者または管理者の承認を得ていること。 

 ２．団体の組織および事業計画・収支予算が整っており、５年以上の継続ができること。 

 ３．営利を目的とした団体でないこと。 

など詳しくは下記へお問い合わせください。 

 

◇新規認定団体（１年目）◇ 

 活動を軌道に乗せるため、初年度に限り活動経費の全額を助成。 

※ただし、活動面積に応じた上限額１０万円～２０万円 

◇既認定団体（２年目以降）◇ 

 既認定団体で、その活動が顕著であり、活動のさらなる発展のために支援を継続する必要

がある団体に対しては、活動経費の３／４の以内の額を助成。 

※ただし、活動面積に応じた上限額１０万円～２０万円 

 

 

 
認定団体が継続して助成を受けることができるのは５年間までです。 

詳しくは… 

 財団法人福岡市森と緑のまちづくり協会 森と緑課 推進係 

 ℡ ０９２－８２２－５８３２ までお問い合わせ下さい。 

申請期間は毎年１回、４月１日～４月３０日です。 

まちを花
できれい

にしたい
！ 

or 

※各区「やる気応援事業」からの移行団体については、認定条件が変わりますの 

 で、下記までご相談ください。 

  

 市内にある樹林地などの保全管理を行

う活動で、活動区域の面積が300㎡以上

のもの。 

地域の森づくり 

 

 市内にある公共用地や空地などにおい

て花壇づくりを行う活動で、花壇などの

面積が50㎡以上のもの。 

地域の花づくり 



 

 

 

 

１ 団体認定の申請について 

 １）団体規約、組織構成が確認できる書類、活動地の所有者または管理者の活動に対する 

   許可書の写し、活動場所の位置図および区域図（面積が確認できるもの）は必ず提出 

   してください。 

  

 ２）団体名は団体規約と相違ないようにしてください。 

 

２ 助成金の交付について 

 １）助成金交付のための「請求書」（協会指定用紙）は黒色のボールペンなどで記入して 

   ください。書き損じた場合は、二重線で訂正し、訂正印（代表者印）を訂正箇所に押 

   してください。（修正液や修正テープなどの使用は禁止です。） 

   ただし、金額の訂正は認められません。 

 

 ２）「請求書」（協会指定用紙）の住所・氏名・印鑑は、団体名・団体所在地・代表者 

   名・代表者印としてください。 

  

 ３）「金融機関登録票」は継続団体については基本的に提出の必要はありませんが、銀 

   行・口座名義人名・口座番号などを変更した場合は提出してください。 

   金融機関登録票は黒色の濃いシャープペンシル（鉛筆）で記入してください。 

 

 ４）口座名義人が代表者と異なる場合は委任状を提出してください。 

 

３ 事業実績報告書について 

 １）事業の終了後、速やかに「事業実績報告書」を提出してください。 

   （〆切期日厳守です。どうしても間に合わない場合は必ず連絡をしてください。） 

 

 

 ２）支出した金額の領収書（レシート可）は日付順に整理し、宛名や金額、日付が分かる 

   ように台紙などに貼り付けて提出してください。 

   （クリップなどでまとめてあるだけのものは不可。） 

 

 ３）活動記録写真は、作業前・作業中・作業後を必ず撮影してください。 

   また、撮影の際には、日付を入れて撮影してください。 

 

４ その他 

地域の森づくり 
地域の花づくり 

不明な点などは、下記までご相談ください。 

詳しくは… 

 財団法人福岡市森と緑のまちづくり協会 森と緑課 推進係 

 ℡ ０９２－８２２－５８３２ までお問い合わせ下さい。 

緑の活動支援事業～諸注意事項～ 



緑の活動支援事業の手続の流れ～申請から助成金交付まで～ 

《新規認定団体編》 

助成金の交付を受けるためには、緑の活動団体として認定を受ける必要があります。 

「緑の活動団体認定申請書」を提出し、認定審査を受けてください。 

「緑の活動団体認定申請書」の書類は、協会に用意していますので、お問い合わせください。 

チェックポイント！ その１ 

－申請に必要な書類－ 
①緑の活動団体認定申請書 

②事業計画および収支予算書 

③活動場所および区域図（面積が確認できるもの） 

④団体規約および組織構成が確認できる書類 

⑤活動場所の所有者または管理者の活動に対す   

 る承諾書（コピー可） 

申請に必要な書類（５種類）をそろえましょ

う。記入見本を参考にしながら、必要事項を記

入し、協会へ提出してください。 
※提出は、郵送でもかまいません。 

「緑の活動団体認定審査委員会」で認定の決定 
※審査委員の前で５分ほど、団体の活動についてのＰＲをしてもらいます。 

認定にあたり、現地調査および書類審査を行います。

現地調査の日時はご相談いたします。 

記入の方法や添付書類、その他、不明な点がありましたら、気軽にお尋ねください。 

「緑の活動団体認定通知書」をお送りします。 

助成金交付のための手続をしましょう。 

「助成金交付申請書」「金融機関登録票」「請

求書」を記入見本を参考にしながら、必要事項

をもれなく記入し提出してください。 
※書類は、認定決定書と一緒にお送りします。 

 提出は、郵送でもかまいません。 

「緑の活動団体」と認定されたら・・・ 

チェックポイント！ その２ 
①口座名義人名は、団体代表者名でなくてもか 

 まいませんが、その場合は「委任状」が必要 

 です。 

②請求書の印鑑は代表者の印鑑になります。 

活動状況の調査（随時） 

※記入もれはありませんか？再度、確認してください。 

事業終了後（毎年、年度末）は速やかに「事

業実績報告書」を提出してください。 
※書類は、１月から２月の間にお送りします。 

 提出は、郵送でもかまいません。 

事業実績の調査確認（事業実績報告書の内容

について確認）します。また助成金に残余が

ある場合は返還手続が必要となります。 

助成金の交付（指定口座に振り込み） 

チェックポイント！ その３ 
－報告に必要な書類－ 

①事業実績報告書 

②収支決算書 

③収支明細書 

④領収書(レシート可) 

⑤記録写真 

引き続き、助成金の交付を希望する場合は、継続の手続をしてください。 

認定申請 

認定審査委員会 

認定通知・交付申請 

助成金交付 

事業実績報告 

交付申請 




